
彩
の
国
い
き
が
い
大
学
熊
谷
学
園

平
成
二
十
五
年
二
月
十
九
日

熊
谷
市
妻
沼
行
政
セ
ン
タ
ー

「
古

事

記

と

日

本

書

紀
」

―
日
本
書
紀
と
比
較
し
つ
つ
（
成
立
過
程
等
）
―

群
馬
県
立
女
子
大
学

北

川

和

秀

①

臣

安
萬
侶
言
す
。

や
つ
こ

や

す

ま

ろ

ま
を

（
中
略

日
本
歴
史
の
要
約
、
天
武
天
皇
の
事
績
）

是
に
、
天
皇
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
朕
聞
く
、
諸
家
の

て
る
帝
紀
と
本
辞
と
、
既
に
正
実
に
違
ひ
、

こ
こ

の

あ
れ

も

た
が

多
く
虚
偽
を
加
へ
た
り
。
今
の
時
に
当
り
て
其
の

失

を
改
め
ず
は
、
幾
年
も
経
ず
し
て
其
の
旨
滅

あ
や
ま
り

び
な
む
と
す
。
斯
れ
乃
ち
、
邦
家
之
経
緯
、
王
化
之
鴻
基
な
り
。
故
、

惟

み
れ
ば
、
帝
紀
を
撰
び
録

か
れ

お
も
ひ

し
る

し
、
旧
辞
を
討
ね
竅
め
、

偽

を
削
り
実
を
定
め
て
、
後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

た
づ

き
は

い
つ
は
り

の
ち
の
よ

つ
た

お
も

時
に
舎
人
あ
り
。
姓
は
稗
田
、
名
は
阿
礼
、
年
は
廿
八
。
人
と
な
り
聡
明
く
て
、
目
に
度
り
口
に
誦

う
ぢ

と

わ
た

よ

み
、
耳
に
払
る
れ
ば
心
に
勒
す
。
即
ち
、
阿
礼
に
勅
語
し
て
、
帝
皇
日
継
と
先
代
旧
辞
と
を
誦
習
は

ふ

し
る

よ
み
な
ら

し
め
た
ま
ひ
き
。
然
あ
れ
ど
も
、
運
移
り
世
異
り
て
、
未
だ
其
の
事
を
行
ひ
た
ま
は
ず
き
。

し
か

と
き

か
は

（
中
略

元
明
天
皇
の
事
績
）

焉
に
、
旧
辞
の
誤

忤
へ
る
を
惜
み
、
先
紀
の
謬

錯
れ
る
を
正
さ
む
と
し
て
、
和
銅
四
年
九

こ
こ

あ
や
ま
り
た
が

あ
や
ま
り
ま
じ
は

月
十
八
日
に
、
臣
安
萬
侶
に
詔
し
て
、
稗
田
阿
礼
が
誦
め
る
勅
語
の
旧
辞
を
撰
び
録
し
て
献
上
ら
し

た
て
ま
つ

む
と
い
へ
れ
ば
、
謹
み
て
詔

旨
の

随

に
、
子
細
に
採
り

ひ
ぬ
。
然
あ
れ
ど
も
、
上
古
の
時
は
、
言

み
こ
と
の
り

ま
に
ま

ひ
り

か
み
つ
よ

こ
と

と

意

と
並
に

朴

に
し
て
、
文
を
敷
き
句
を
構
ふ
る
こ
と
、

字

に
於
て
は
難
し
。
已
に
訓
に
因
り

こ
こ
ろ

と
も

す
な
ほ

ふ
み

か
ら
な

す
で

て
述
べ
た
る
は
、

詞

心
に
逮
ば
ず
。
全
く
音
を
以
ち
て
連
ね
た
る
は
、
事
の

趣

更
に
長
し
。
是

こ
と
ば

お
よ

お
も
ぶ
き

を
以
ち
て
、
今
、
一
句
の
中
に
も
あ
れ
、
音
と
訓
と
を
交
へ
用
ゐ
、
一
事
の
内
に
も
あ
れ
、
全
く
訓

を
以
ち
て
録
し
ぬ
。
即
ち
、
辞
理
の
見
え

き
は
、
注
を
以
ち
て
明
し
、
意
況
の
解
り
易
き
は
、
更

が
た

さ
と

に
注
せ
ず
。
亦
、
姓
に
於
て
日
下
を
、
玖
沙
訶
と
謂
ふ
。
名
に
於
て
帯
の
字
を
、
多
羅
斯
と
謂
ふ
。
如
此

く

さ

か

た

ら

し

か

く

あ

る
類
は
、
本
の
随
に
改
め
ず
。
大
抵
記
せ
る
は
、
天
地
の
開
闢
け
し
よ
り
始
め
て
、
小
治
田
御
世
に
訖

お
ほ
か
た

ひ

ら

を

は

り

だ

を
は

る
。
故
、
天
御
中
主
神
よ
り
以
下
、
日
子
波
限
建
鵜
草
葺
不
合
命
よ
り
以
前
を
、
上
巻
と
し
、

あ
め
の
み
な
か
ぬ
し

し

も

ひ

こ

な

ぎ

さ

た

け

う

が

や

ふ

き

あ

へ

ず

さ

き

神
倭
伊
波
礼

古
天
皇
よ
り
以
下
、
品
陀
御
世
よ
り
以
前
を
、
中
巻
と
し
、
大

雀
皇
帝
よ
り
以
下
、

か

む

や

ま

と

い

は

れ

び

こ

ほ

む

だ

お
ほ
さ
ざ
き

小
治
田
大
宮
よ
り
以
前
を
、
下
巻
と
す
。
并
せ
て
三
巻
を
録
し
て
、
謹
み
て
献
上
る
。
臣
安
萬
侶
、

誠
に

惶

き
誠
に

恐

ま
り
、
頓

首

。

を
の
の

か
し
こ

の

み

ま

を

す

和
銅
五
年
正
月
廿
八
日

正
五
位
上
勲
五
等
太
朝
臣
安
萬
侶

（
古
事
記
序
）

②

（
太
安
萬
侶
墓
誌
）

③
民
部
卿
従
四
位
下
太
朝
臣
安
麻
呂
卒
し
ぬ
。
（
続
日
本
紀

養
老
七
・
七
・
七
）

④
皇
太
子
・
嶋

大

臣
、
共
に
議
り
て
、
天

皇

記
及
び
国

記
、
臣

連
伴

造
国

造

ひ
つ
ぎ
の
み
こ

し
ま
の
お
ほ
お
み

は
か

す
め
ら
み
こ
と
の
ふ
み

く
に
つ
ふ
み

お
み
む
ら
じ

と
も
の
み
や
つ
こ

く
に
の
み
や
つ
こ

百

八

十

部

并

て
公

民
等
の
本

記
を
録
す
。

〈
日
本
書
紀
推
古
二
八
是
歳

〉

も
も
あ
ま
り
や
そ
と
も
の
を
あ
は
せ

お
ほ
み
た
か
ら
ど
も

も
と
つ
ふ
み

し
る

620

⑤
蘇
我
臣
蝦
夷
等
、
誅
さ
れ
む
と
し
て
、

悉

に
天

皇

記
・
国

記
・
珍

宝
を
焼
く
。

船

史

恵

そ

が

の

お

み

え

み

し

ら

こ
ろ

ふ
つ
く

す
め
ら
み
こ
と
の
ふ
み

く
に
つ
ふ
み

た
か
ら
も
の

ふ
ね
の
ふ
び
と

ゑ

尺
、
即
ち
疾
く
、
焼
か
る
る
国
記
を
取
り
て
、
中
大
兄
に
奉
献
る
。

さ
か

と

た
て
ま
つ

〈
日
本
書
紀
皇
極
四
・
六
・
一
三

〉
645

⑥
天

皇
、
大
極
殿
に

御

し
て
、
川
嶋
皇
子
・
忍
壁
皇
子
・
広
瀬
王
・
竹
田
王
・
桑
田
王
・
三
野

す
め
ら
み
こ
と

お
ほ
あ
ん
ど
の

お
は
し
ま

か
は
し
ま
の
み
こ

お
さ
か
べ
の
み
こ

王
・
大
錦
下
上
毛
野
君
三
千
・
小
錦
中
忌
部
連

首

・
小
錦
下
阿
曇
連
稲
敷
・
難
波
連
大
形
・
大

だ

い

き

む

げ

み

ち
ぢ

お
び
と

い
な
し
き

山
上
中
臣
連
大
嶋
・
大
山
下
平
群
臣
子
首
に

詔

し
て
、

帝

紀

及
び
上
古
の
諸

事
を
記

へ

ぐ

り

こ

び

と

み
こ
と
の
り

す
め
ら
み
こ
と
の
ふ
み

い
に
し
へ

も
ろ
も
ろ
の
こ
と

し
る

し
定
め
し
め
た
ま
ふ
。
大
嶋
・
子
首
、

親

ら
筆
を
執
り
て
以
て
録
す
。
…
…

み
づ
か

と

し
る

〈
日
本
書
紀
天
武
一
〇
・
三
・
一
七

〉
681

⑦
十

八
の
氏
大
三
輪
・
雀
部
・
石
上
・
藤
原
・
石
川
・
巨
勢
・
膳
部
・
春
日
・
上
毛
野
・
大
伴
・
紀
伊
・
平
群
・
羽
田
・

と
を
あ
ま
り
や
つ

う
ぢ

阿
倍
・
佐
伯
・
采
女
・
穂
積
・
阿
曇
。

に
詔
し
て
、
其
の
祖
等
の
墓

記
を
上
進
ら
し
む
。

お
や
ど
も

お
く
つ
き
の
ふ
み

た
て
ま
つ

〈
日
本
書
紀
持
統
五
・
八
・
一
三

〉
691

⑧
従
六
位
上
紀
朝
臣
清
人
、
正
八
位
下
三
宅
臣
藤
麻
呂
に
詔
し
て
、
国

史
を
撰
せ
し
め
た
ま
ふ
。

く
に
つ
ふ
み

せ
ん

〈
続
日
本
紀
和
銅
七
・
二
・
一
〇

〉
714

⑨
是
よ
り
先
、
一
品
舎
人
親
王
、

勅

を
奉
け
た
ま
は
り
て
、
日
本
紀
を
修
む
。
是
に
至
り
て
功

こ
れ

み
こ
と
の
り

う

あ

こ
こ

く
う

成
り
て
奏
上
ぐ
。
紀
卅
巻
系
図
一
巻
な
り
。

〈
続
日
本
紀
養
老
四
・
五
・
二
一

〉

さ

し

あ

720

⑩
詔
し
て

曰

は
く
、
「
文
人
・
武
士
は
国
家
の
重
み
す
る
所
な
り
。
医
卜
・
方
術
は
古
今
、
斯
れ

の
た
ま

崇
ぶ
。
百
僚
の
内
よ
り
学
業
に
優
遊
し
師
範
と
あ
る
に
堪
ふ
る
者
を

擢

し
て
、
特
に
賞
賜
を
加

た

ぬ
き
い
だ

こ
と

へ
て
後
生
を
勧
め
励
す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
因
て
、
明
経
第
一
の
博
士
従
五
位
上
鍜
冶
造
大
隅

・
正
六
位
上
越
智
直
広
江
に
、
各

廿
疋
、
糸
廿

、
布
卅
端
、
鍬
廿
口
を
賜
ふ
。
第
二
の
博
士

正
七
位
上
背
奈
公
行
文
・
調
忌
寸
古
麻
呂
、
従
七
位
上
額
田
首
千
足
、
明
法
の
正
六
位
上
箭
集
宿

祢
虫
万
呂
、
従
七
位
下
塩
屋
連
吉
麻
呂
、
文
章
の
従
五
位
上
山
田
史
御
方
、
従
五
位
下
紀
朝
臣
清



人
・
下
毛
野
朝
臣
虫
麻
呂
、
正
六
位
下
楽
浪
河
内
に
、
各

十
五
疋
、
糸
十
五

、
布
卅
端
、
鍬

廿
口
。
…
…

〈
続
日
本
紀
養
老
五
・
一
・
二
七

〉
721

西

暦

年

号

天

皇

執

政

事

項

六
二
二

推
古
二
八

推

古

蘇
我

【
④
天
皇
記
・
国
記
編
纂
】

六
二
二

二
九

馬
子

六
二
二

三
〇

聖
徳
太
子
没

六
二
三

三
一

六
二
四

三
二

六
二
五

三
三

六
二
六

三
四

蘇
我
馬
子
没

六
二
七

三
五

蘇
我

六
二
八

三
六

蝦
夷

推
古
天
皇
没

六
四
四

皇
極

三

皇

極

六
四
五

大
化

元

大
化
改
新
【
⑤
天
皇
記
・
国
記
焼
け
る
】

六
四
六

二

孝

徳

中
大
兄

六
四
七

三

皇
子

六
六
七

天
智

六

近
江
大
津
宮
に
遷
都

六
六
八

七

六
六
九

八

天

智

藤
原
鎌
足
没

六
七
〇

九

六
七
一

一
〇

天
智
天
皇
没

六
七
二

天
武

元

壬
申
の
乱
。
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
遷
都

六
七
三

二

天

武

六
八
一

一
〇

【
⑥
史
書
編
纂
開
始
】
山
ノ
上
碑

六
八
二

一
一

【
＊
稗
田
阿
礼
へ
の
下
命
も
こ
の
前
後
か
】

六
八
三

一
二

六
八
四

一
三

八
色
の
姓
を
制
定

六
八
五

一
四

六
八
六

朱
鳥

元

天
武
天
皇
没

六
八
七

持
統

元

六
八
八

二

六
八
九

三

六
九
〇

四

六
九
一

五

持

統

高
市

【
⑦
十
八
氏
に
墓
記
を
提
出
さ
せ
る
】

六
九
二

六

皇
子

六
九
三

七

六
九
四

八

藤
原
宮
に
遷
都

六
九
五

九

六
九
六

一
〇

六
九
七

文
武

元

多
治
比

六
九
八

二

文

武

島

六
九
九

三

七
〇
〇

四

七
〇
一

大
宝

元

大
宝
律
令
を
制
定

七
〇
二

二

大
宝
律
令
を
施
行

七
〇
三

三

七
〇
四

慶
雲

元

石
上

七
〇
五

二

麻
呂

七
〇
六

三

七
〇
七

四

七
〇
八

和
銅

元

元

明

七
〇
九

二

七
一
〇

三

平
城
京
に
遷
都

七
一
一

四

藤
原

多
胡
碑
建
碑

七
一
二

五

不
比
等

【
①
古
事
記
撰
進
】

七
一
三

六

風
土
記
撰
進
の
詔

七
一
四

七

【
⑧
紀
清
人
等
に
国
史
を
編
纂
さ
せ
る
】

七
一
五

霊
亀

元

七
一
六

二

元

正

七
一
七

養
老

元

七
一
八

二

養
老
律
令
成
立

七
一
九

三

七
二
〇

四

【
⑨
日
本
書
紀
撰
進
】

七
二
一

五

長
屋
王

【
⑩
学
者
に
賞
賜
】

七
二
二

六

七
二
三

七

【
②
③
太
安
麻
呂
没
】



◎
古
事
記

本
文
の
冒
頭
部

・

天
地
初
発
之
時
、
於
高
天
原
成
神
名
、
天
之
御
中
主
神
。
訓
高
下
天
云
阿
麻
。
下
効
此
。

次
、
高

御
産
巣
日
神
。
次
、
神
産
巣
日
神
。
此
三
柱
神
者
、
並
独
神
成
坐
而
、
隠
身
也
。

次
、
国
稚
如
浮
脂
而
、
久
羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流
之
時
、
流
字
以
上
十
字
以
音
。

如
葦
牙
因
萌
騰

之
物
而
成
神
名
、
宇
摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
神
。
此
神
名
以
音
。

次
、
天
之
常
立
神
。
訓
常
云
登
許
。

訓
立
云
多
知
。

此
二
柱
神
亦
、
並
独
神
成
坐
而
、
隠
身
也
。

上
件
五
柱
神
者
、
別
天
神
。

次
、
成
神
名
、
国
之
常
立
神
。
訓
常
立
亦
如
上
。

次
、
豊
雲
上

野
神
。
此
二
柱
神
亦
、
独
神
成

坐
而
、
隠
身
也
。
次
、
成
神
名
、
宇
比
地
迩
上

神
。
次
、
妹
須
比
智
迩
去

神
。
此
二
神
名
以
音
。
次
、

角
杙
神
。
次
、
妹
活
杙
神
。
二
柱
。

次
、
意
富
斗
能
地
神
。
次
、
妹
大
斗
乃
弁
神
。
此
二
神
名
亦
以

音
。

次
、
於
母
陀
流
神
。
次
、
妹
阿
夜
上

訶
志
古
泥
神
。
此
二
神
名
皆
以
音
。

次
、
伊
耶
那
岐
神
。

次
、
妹
伊
耶
那
美
神
。
此
二
神
名
亦
以
音
如
上
。

上
件
自
国
之
常
立
神
以
下
、
伊
耶
那
美
神
以
前
、
并
称
神
世
七
代
。
上
二
柱
独
神
各
云
一
代
。

次
双
十
神
、
各
合
二
神
云
一
代
也
。

・

天
地
初
め
て
発
り
し
時
に
、
高
天
原
に
成
り
し
神
の
名
は
、
天
之
御
中
主
神
。
高
の
下
の
天
を
訓

あ
め
つ
ち

お
こ

た
か
ま
の
は
ら

あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

よ

み
て
阿
麻
と
云
ふ
。
下

此

に

効

へ
。

次
に
、
高
御
産
巣
日
神
。
次
に
、
神
産
巣
日
神
。
此
の
三
柱
の

あ

ま

こ
れ

な
ら

た

か

み

む

す

ひ

の

か

み

か

む

む

す

ひ

の

か

み

神
は
、
並
独

神
と
成
り
坐
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。

み
な
ひ
と
り
が
み

次
に
、
国
稚
く
浮
け
る

脂

の
如
く
し
て
、
久
羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流
時
、
流
の
字
以
上
十
字
音

わ
か

あ
ぶ
ら

く

ら

げ

な

す

た

だ

よ

へ

る

を
以
ゐ
る
。

葦
牙
の
如
く
萌
え
騰
る
物
に
因
り
て
成
り
し
神
の
名
は
、
宇
摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅

あ
し
か
び

も

あ
が

よ

う

ま

し

あ

し

か

び

ひ

こ

ぢ

神

。
此
の
神
の
名
は
音
を
以
ゐ
る
。

次
に
、
天
之
常
立
神
。
常
を
訓
み
て
登
許
と
云
ふ
。
立
を
訓
み
て
多
知
と

の
か
み

あ
め

の

と
こ
た
ち

と

こ

た

ち

云
ふ
。

こ
の
二
柱
の
神
も
、
並
独

神
と
成
り
坐
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。

み
な
ひ
と
り
が
み

上
の

件

の
五
柱
の
神
は
、
別

天

神
ぞ
。

く
だ
り

こ
と
あ
ま
つ
か
み

次
に
、
成
り
し
神
の
名
は
、
国
之
常
立
神
。
常
・
立
を
訓
む
こ
と
も
ま
た
上
の
如
し
。

次
に
、
豊
雲
野

く
に

の

と
こ
た
ち

と
よ
く
も

の

神
。
こ
の
二
柱
の
神
も
、
独

神
と
成
り
坐
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
。
次
に
、
成
り
し
神

ひ
と
り
が
み

の
名
は
、
宇
比
地
迩
神
。
次
に
、
妹
須
比
智
迩
神
。
こ
の
二
神
の
名
は
音
を
以
ゐ
る
。
次
に
、
角
杙
神
。

う

ひ

ぢ

に

す

ひ

ぢ

に

つ
の
ぐ
ひ

次
に
、
妹
活
杙
神
。
二
柱
。

次
に
、
意
富
斗
能
地
神
。
次
に
、
妹
大
斗
乃
弁
神
。
こ
の
二
神
の
名
も

い
く
ぐ
い

お

ほ

と

の

ぢ

お
ほ

と

の

べ

音
を
以
ゐ
る
。

次
に
、
於
母
陀
流
神
。
次
に
、
妹
阿
夜
訶
志
古
泥
神
。
こ
の
二
神
の
名
は
皆
音
を
以
ゐ
る
。

お

も

だ

る

あ

や

か

し

こ

ね

次
に
、
伊
耶
那
岐
神
。
次
に
、
妹
伊
耶
那
美
神
。
こ
の
二
神
の
名
も
音
を
以
ゐ
る
こ
と
上
の
如
し
。

い

ざ

な

き

い

ざ

な

み

上
の
件
の
国
之
常
立
神
よ
り
以
下
、
伊
耶
那
美
神
よ
り
以
前
を
、
并
せ
て
神
世
七
代
と
称

し

も

さ

き

あ
は

か
み

よ

な
な

よ

い

ふ
。
上
の
二
柱
の
独
神
は
各
一
代
と
云
ふ
。
次
に
双
ぶ
十
神
は
、
各
二
神
を
合
せ
て
一
代
と
云
ふ
。

◎
日
本
書
紀

冒
頭
部

【
一
の
０
】

古

に
天
地
未
だ
剖
れ
ず
、
陰
陽
分
れ
ざ
り
し
と
き
、
渾
沌
れ
た
る
こ
と
鶏
子
の
如
く
し
て
、
溟
涬

い
に
し
へ

あ
め
つ
ち

わ
か

め

を

ま

ろ

か

と
り
の
こ

ほ

の

か

に
し
て

牙

を
含
め
り
。
其
れ
清

陽
な
る
も
の
は
、
薄
靡
き
て
天
と
為
り
、

重

濁
れ
る
も
の
は
、

き
ざ
し

ふ
ふ

そ

す
み
あ
き
ら
か

た

な

び

あ
め

な

お
も
く
に
ご

淹
滞
ゐ
て
地
と
為
る
に
及
び
て
、

精

妙
な
る
が
合
へ
る
は

摶

り
易
く
、

重

濁
れ
る
が
凝
り
た
る

つ

つ

つ
ち

く
は
し
く
た
へ

む
ら
が

お
も
く
に
ご

は

竭

り
難
し
。
故
、
天
先
づ
成
り
て
地
後
に
定
る
。
然
し
て
後
に
、
神
聖
、
其
の
中
に
生
れ
ま
す
。

か
た
ま

か
れ

か

み

あ

故
曰
は
く
、
開

闢
く
る
初
に
、
洲
壌
の
浮
れ
漂
へ
る
こ
と
、
譬
へ
ば
游

魚
の
水

上
に
浮
け
る
が
猶

あ
め
つ
ち
ひ
ら

く
に
つ
ち

た
と

あ
そ
ぶ
い
を

み
づ
の
う
へ

ご
と

し
。
時
に
、
天
地
の
中
に
一

物
生
れ
り
。

状

葦
牙
の
如
し
。

便

ち
神
と
化
為
る
。
国

常

立

尊

ひ
と
つ
の
も
の

な

か
た
ち
あ
し
か
び

す
な
は

な

く
に
の
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

と
号
す
。
至
り
て
貴
き
を
ば
尊
と
曰
ふ
。
自

余
を
ば
命
と
曰
ふ
。

並

に
美
挙
等
と
訓
ふ
。
下
皆
此
に
效
へ
。

ま
う

こ
れ
よ
り
あ
ま
り

な
ら
び

み

こ

と

い

し
も

こ
れ

な
ら

次
に
国

狭

槌

尊
。
次
に
豊

斟

渟

尊
。
凡
て

三

の
神
ま
す
。
乾

道

独

化
す
。
所
以
に
、
此
の

く
に
の
さ
つ
ち
の
み
こ
と

と
よ
く
む
ぬ
の
み
こ
と

す
べ

み
は
し
ら

あ
め
の
み
ち
ひ
と
り

な

こ
の
ゆ
ゑ

純

男
を
成
せ
り
。

を
と
こ
の
か
ぎ
り【

一
の
１
】

一
書
に
曰
は
く
、
天
地
初
め
て
判
る
る
と
き
に
、
一
物
虚

中
に
在
り
。
状
貌
言
ひ
難
し
。
其

あ
る
ふ
み

わ
か

そ
ら
の
な
か

か

た

ち

の
中
に
自
づ
か
ら
に
化
生
づ
る
神
有
す
。
国
常
立
尊
と
号
す
。
亦
は
国

底

立

尊
と
曰
す
。
次

お
の

な

り

い

い
ま

く
に
の
そ
こ
た
ち
の
み
こ
と

に
国
狭
槌
尊
。
亦
は
国

狭

立

尊
と
曰
す
。
次
に
豊

国

主

尊
。
亦
は
豊

組

野

尊
と
曰
す
。
亦

く
に
の
さ
た
ち
の
み
こ
と

と
よ
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

と
よ
く
む
の
の
み
こ
と

は
豊
香
節
野
尊
と
曰
す
。
亦
は
浮

経

野

豊

買

尊
と
曰
す
。
亦
は
豊

国

野

尊
と
曰
す
。
亦
は

と

よ
か

ぶ

の

の
み

こ

と

う
か
ぶ
の
の
と
よ
か
ふ
の
み
こ
と

と
よ
く
に
の
の
み
こ
と

豊

齧

野

尊
と
曰
す
。
亦
は
葉
木
国
野
尊
と
曰
す
。
亦
は
見
野
尊
と
曰
す
。

と
よ
か
ぶ
の
の
み
こ
と

は
こ
く
に
の
の
み
こ
と

み
の
の
み
こ
と

【
一
の
２
】

一
書
に
曰
は
く
、
古
に
国
稚
し
く
地
稚
し
き
時
に
、
譬
へ
ば
浮

膏
の
猶
く
し
て
漂
蕩
へ
り
。

い

う
か
べ
る
あ
ぶ
ら

ご
と

た

だ

よ

時
に
、
国
の
中
に
物
生
れ
り
。
状
葦
牙
の
抽
け
出
で
た
る
が
如
し
。
此
に
因
り
て
化
生
づ
る
神
有

な

ぬ

い

ま

す
。
可
美
葦
牙
彦
舅
尊
と
号
す
。
次
に
国
常
立
尊
。
次
に
国
狭
槌
尊
。
葉
木
国
、
此
を
ば
播
挙
矩
尓

う
ま
し
あ
し
か
び
ひ
こ
ぢ
の
み
こ
と

は

こ

く

に

と
云
ふ
。
可
美
、
此
を
ば
于
麻
時
と
云
ふ
。

う

ま

し

【
一
の
３
】

一
書
に
曰
は
く
、
天
地

混

れ
成
る
時
に
、
始
め
て
神
人
有
す
。
可
美
葦
牙
彦
舅
尊
と
号
す
。

ま
ろ
か

か

み

次
に
国
底
立
尊
。
彦
舅
、
此
を
ば
比
古
尼
と
云
ふ
。

ひ

こ

ぢ

【
一
の
４
】

一
書
に
曰
は
く
、
天
地
初
め
て
判
る
る
と
き
に
、
始
め
て
倶
に

生

づ
る
神
有
す
。
国
常
立
尊

な
り
い

と
号
す
。
次
に
国
狭
槌
尊
。
又
曰
は
く
、
高
天
原
に
所
生
れ
ま
す
神
の
名
を
、
天

御

中

主

尊
と

た
か
ま
の
は
ら

あ

み
な

あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
み
こ
と

曰
す
。
次
に
高
皇
産
霊
尊
。
次
に
神
皇
産
霊
尊
。
皇
産
霊
、
此
を
ば
美
武
須

と
云
ふ
。

た
か
み
む
す
ひ
の
み
こ
と

か
む
み
む
す
ひ
の
み
こ
と

み

む

す

ひ



【
一
の
５
】

一
書
に
曰
は
く
、
天
地
未
だ
生
ら
ざ
る
時
に
、
譬
へ
ば
海

上
に
浮
べ
る
雲
の
根
係
る
所
無

う
な
は
ら
の
う
へ

か
か

き
が
猶
し
。
其
の
中
に
一
物
生
れ
り
。
葦
牙
の
初
め
て

の
中
に

生

で
た
る
が
如
し
。

便

ち
人

ひ
ぢ

お
ひ
い

す
な
は

か
み

と
化
為
る
。
国
常
立
尊
と
号
す
。

な

【
一
の
６
】

一
書
に
曰
は
く
、
天
地
初
め
て
判
る
る
と
き
に
、
物
有
り
。
葦
牙
の
若
く
し
て
、
空
の
中
に
生

ご
と

な

れ
り
。
此
に
因
り
て
化
る
神
を
、
天

常

立

尊
と
号
す
。
次
に
可
美
葦
牙
彦
舅
尊
。
又
物
有
り
。

な

あ
ま
の
と
こ
た
ち
の
み
こ
と

浮

膏

の
若
く
し
て
、
空
の
中
に
生
れ
り
。
此
に
因
り
て
化
る
神
を
、
国
常
立
尊
と
号
す
。

う
か
べ
る
あ
ぶ
ら

ご
と

【
二
の
０
】

次
に
神
有
す
。

土

尊

土
、
此
を
ば
于

尼
と
云
ふ
。
沙

土

尊
。
沙
土
、
此
を
ば
須

尼
と
云
ふ
。

ま

う
ひ
ぢ
に
の
み
こ
と

う

ひ

ぢ

す
ひ
ぢ
に
の
み
こ
と

す

ひ

ぢ

亦
は
、

土

根

尊
・
沙

土

根

尊
と
曰
す
。
次
に
神
有
す
。
大
戸
之
道
尊
一
に
云
は
く
、
大
戸
之
辺
と
い
ふ
。

う
ひ
ぢ
ね
の
み
こ
と

す
ひ
ぢ
ね
の
み
こ
と

ま

お
ほ
と
の
ぢ
の
み
こ
と
あ
る

お

ほ

と

の

べ

大

苫

辺

尊
。
亦
は
大

戸

摩

彦

尊
・
大

戸

摩

姫

尊
と
曰
す
。
亦
は
大

富

道

尊
・
大

富

辺

尊
と
曰
す
。

次

お
ほ
と
ま
べ
の
み
こ
と

お
ほ
と
ま
ひ
こ
の
み
こ
と

お
ほ
と
ま
ひ
め
の
み
こ
と

お
ほ
と
ま
ぢ
の
み
こ
と

お
ほ
と
ま
べ
の
み
こ
と

に
神
有
す
。
面

足

尊
・
惶

根

尊
。
亦
は
吾
屋
惶

根

尊
と
曰
す
。
亦
は
忌

橿

城

尊
と
曰
す
。
亦
は

お
も
だ
る
の
み
こ
と

か
し
こ
ね
の
み
こ
と

あ

や

か
し
こ
ね
の
み
こ
と

い
む
か
し
き
の
み
こ
と

青

橿

城

根

尊
と
曰
す
。
亦
は
吾
屋
橿

城

尊
と
曰
す
。
次
に
神
有
す
。
伊
奘
諾
尊
・
伊
奘
冉
尊
。

あ
を
か
し
き
ね
の
み
こ
と

あ

や

か
し
き
の
み
こ
と

い
ざ
な
き
の
み
こ
と

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

【
二
の
１
】

一
書
に
曰
は
く
、
此
の

二

の
神
は
、
青
橿
城
根
尊
の
子
な
り
。

ふ
た
は
し
ら

み
こ

【
二
の
２
】

一
書
に
曰
は
く
、
国
常
立
尊
、
天

鏡

尊
を
生
む
。
天
鏡
尊
、
天

万

尊
を
生
む
。
天
万

あ
ま
の
か
が
み
の
み
こ
と

あ
め
よ
ろ
づ
の
み
こ
と

尊
、
沫

蕩

尊
を
生
む
。
沫
蕩
尊
、
伊
奘
諾
尊
を
生
む
。
沫
蕩
、
此
を
ば
阿
和
那
伎
と
云
ふ
。

あ
わ
な
ぎ
の
み
こ
と

あ

わ

な

ぎ

【
三
の
０
】

凡
て

八

の
神
ま
す
。
乾
坤
の
道
、
相
参
り
て
化
る
。
所
以
に
、
此
の
男

女
を
成
す
。
国
常
立

す
べ

や
は
し
ら

あ
め
つ
ち

あ
ひ
ま
じ

な

こ
の
ゆ
ゑ

を
と
こ
を
み
な

尊
よ
り
、
伊
奘
諾
尊
・
伊
奘
冉
尊
に
迄
る
ま
で
、
是
を
神
世
七
代
と
謂
ふ
。

い
た

こ
れ

か
み
の
よ
な
な
よ

い

【
三
の
１
】

一
書
に
曰
は
く
、
男
女

ひ
生
る
神
、
先
づ

土

尊
・
沙
土

尊
有
す
。
次
に
角

尊
・

た
ぐ

な

ま

つ
の
く
ひ
の
み
こ
と

活

尊
有
す
。
次
に
面
足
尊
・
惶
根
尊
有
す
。
次
に
伊
奘
諾
尊
・
伊
奘
冉
尊
有
す
。

は

い
く
く
ひ
の
み
こ
と

く
ゑ
つ

な
り
。

神
世
七
代

日

本

書

紀

古

事
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正
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ク
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ク
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ニ
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ト
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ク
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ノ

一

ト
ヨ
ク
ム
ヌ

ウ
ヒ
ヂ
ニ

ウ
ヒ
ヂ
ニ
（
ウ
ヒ
ヂ
ネ
）

ウ
ヒ
ヂ
ニ

ス
ヒ
ヂ
ニ

ス
ヒ
ヂ
ニ
（
ス
ヒ
ヂ
ネ
）

ス
ヒ
ヂ
ニ

０

１

ツ
ノ
グ
ヒ

ツ
ノ
グ
ヒ

イ
ク
グ
ヒ
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ク
グ
ヒ
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ト
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ヂ

の
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ト
ノ
ヂ
（
オ
ホ
ト
マ
ヒ
コ
等
）

の

オ
ホ
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ベ
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ホ
ト
マ
ベ
（
オ
ホ
ト
マ
ヒ
メ
等
）

オ
モ
ダ
ル

オ
モ
ダ
ル

オ
モ
ダ
ル

ア
ヤ
カ
シ
コ
ネ

二

カ
シ
コ
ネ
（
ア
ヤ
カ
シ
コ
ネ
等
）

三

カ
シ
コ
ネ

イ
ザ
ナ
キ

イ
ザ
ナ
キ

イ
ザ
ナ
キ

イ
ザ
ナ
ミ

イ
ザ
ナ
ミ

イ
ザ
ナ
ミ


